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支援
制度

持
続
化
給
付
金

家
賃
支
援
給
付
金

概　要 対　象 申請方法 問い合わせ

　新型コロナウイルス感染症
の影響により事業の継続が困
難となっている事業者に対し
て給付金（法人:最大200万
円、個人:最大100万円）が給
付されます。

　電子申請です。詳
細は「持続化給付金」
の事務局ホームペー
ジをご覧ください。

持続化給付金事業コー
ルセンター
※受付時間は、土･日曜
　日、祝日を除く8時30
　分から19時まで。
●電話番号
　0120-279-262
●IP電話番号
　03-6832-6631

家賃支援給付金コール
センター
※受付時間は、8時30分
　から19時まで。
●電話番号
　0120-653-930

　電子申請です。詳
細は、中小企業庁ホ
ームページの「家賃
支援給付金」ページ
をご覧ください。

　次の全てを満たす事業者（個
人事業主を含む）
①令和元(平成31)年以前から
　事業をしており、引き続き事
　業を継続していく意思がある。
②資本金の額または出資の総額
　が10億円未満（資本金や出資
　金の定めがない場合は、常時
　使用する従業員の数が2,000
　人以下である）
③新型コロナウイルス感染症の
　影響により売り上げが対前年
　同月比で50％以上減少して
　いる。

　テナント事業者のうち、中堅・
中小企業や小規模・個人事業者
などであって、令和2年5月から
12月までにおいて、①か②のい
ずれかに該当する事業者
①いずれか1カ月の売上高が前
　年同月比で50％以上減少し
　ている。
②連続する3カ月間の売上高が
　前年同期比で30％以上減少
　している。

　新型コロナウイルス感染症
の影響により、売り上げの急
減に直面する事業者の事業継
続を下支えするため、地代・
家賃（賃料）の負担を軽減する
給付金（法人影響により事業
の継続が困難となっている事
業者に対して給付金（法人:最
大600万円、個人:最大300万
円）が給付されます。

の中小企業などへの支援制度
どちらの支援制度も申請期限は、令和3年1月15日㈮までです。
※不明な点がある場合は、各制度のコールセンターに問い合わせてください。

国

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

（
新
生
活
様
式
へ
の
対
応
）と
し
て
、市
内

事
業
者
お
よ
び
市
民
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

の
推
進
を
行
う
と
と
も
に
、落
ち
込
ん
だ

市
内
消
費
を
喚
起
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

ペ
イ
ペ
イ
株
式
会
社
と
協
力
し
て
実
施
す

る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
業
へ
の
参
加
事
業
者

を
募
集
し
ま
す
。

※
ペ
イ
ペ
イ
株
式
会
社
と
大
竹
市
は
、キ

　
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
の
推
進
を
図
る
た
め
、

　
令
和
２
年
９
月
10
日
付
け
で
、「
キ
ャ
ッ

　
シ
ュ
レ
ス
決
済
推
進
に
関
す
る
連
携
協

　
定
」を
締
結
し
て
い
ま
す
。

※
市
民
向
け
の「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

　
講
座
」は
、31
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

　
い
。

対

　象
　

　
市
内
に
事
務
所
・
店
舗
・
教
室
な
ど
を

有
し
、次
の
①
か
ら
④
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
業
種
の
事
業
者

①
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正

　
化
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
５
項
に

　
規
定
す
る
営
業
を
行
っ
て
い
る
も
の

②
特
定
の
宗
教
、政
治
団
体
な
ど
と
関
わ

　
る
場
合
や
事
業
内
容
が
公
序
良
俗
に
反

　
す
る
営
業
を
行
っ
て
い
る
も
の

③
役
員
な
ど
が
、暴
力
団
に
よ
る
不
当
な

　
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条

　
第
２
号
に
規
定
す
る
も
の
や
暴
力
団
の

　
構
成
員
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
ま

　
た
は
暴
力
団
に
資
金
提
供
を
行
う
な
ど

　
暴
力
団
の
維
持
や
運
営
に
協
力
し
関
与

　
す
る
も
の

④
医
療
機
関
・
介
護
施
設
・
調
剤
薬
局
・

　
金
券
や
チ
ケ
ッ
ト
販
売
・
保
険
な
ど
の

　
ペ
イ
ペ
イ
株
式
会
社
で
対
象
外
と
さ
れ

　
て
い
る
業
種

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
内
容

　
令
和
３
年
１
月
１
日
か
ら
１
月
31
日
ま

で
に
ペ
イ
ペ
イ
株
式
会
社
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

決
済
を
利
用
し
た
場
合
、支
払
額
の
20
％

分
を
購
入
者
に
ポ
イ
ン
ト
付
与
し
ま
す
。

※
支
払
い
１
回
当
た
り
の
ポ
イ
ン
ト
付
与

　
上
限
は
１
０
０
０
円
分
で
、最
大
で
５

　
０
０
０
円
分
を
付
与
し
ま
す
。

申
し
込
み
　

　
参
加
を
希
望
す
る
事
業
者
の
方
は
、11

月
30
日
㈪
ま
で
に
電
話
で
事
業
者
名
・
担

当
者
名
・
電
話
番
号
を
産
業
振
興
課
へ
。

後
日
、ペ
イ
ペ
イ
株
式
会
社
よ
り
連
絡
が

あ
り
ま
す
。

　
な
お
、キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
参
加
希
望
事
業

者
の
説
明
会
を
11
月
17
日
㈫
14
時
か
ら
市

役
所
で
開
催
し
ま
す
。

※
既
に
ペ
イ
ペ
イ
株
式
会
社
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー

　
ド
決
済
を
導
入
し
て
い
る
事
業
者
の
方

　
は
、申
し
込
み
不
要
で
す
。

コ
ロ
ナ
に
負
け
る
な
！

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
推
進｢

大
好
き
お
お
た
け
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン｣

参
加
事
業
者

問
い
合
わ
せ

　産
業
振
興
課 

☎
59
２
１
3
1

募
集
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大
竹
市
事
業
継
続
支
援
金

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
業
績
が
悪
化
し
た
市
内
の
中
小
事

業
者
に
対
し
て
、事
業
継
続
を
応
援
す
る

支
援
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

対

　象
　

　
ま
だ
支
援
金
の
交
付
を
受
け
て
い
な

い
、次
の
全
て
に
該
当
す
る
方
。

①
市
内
に
本
社
・
本
店
が
あ
る
か
、ま
た

　
は
本
社
・
本
店
は
市
外
で
あ
る
が
店
舗

　（
サ
ー
ビ
ス
業
と
小
売
業
に
限
る
）が
市

　
内
に
あ
る
。

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
、

　
令
和
２
年
２
月
か
ら
12
月
ま
で
の
期
間

　
の
う
ち
、い
ず
れ
か
の
１
カ
月
間
の
事

　
業
収
入
が
前
年
同
月
の
事
業
収
入
と
比

　
較
し
て
30
％（
小
数
点
以
下
切
り
捨
て
）

　
以
上
減
少
し
、か
つ
そ
の
減
少
額
が
10

　
万
円
以
上
で
あ
る
。

※
新
規
開
業
な
ど
で
前
年
同
月
と
の
比
較

　
が
で
き
な
い
場
合
は
、減
少
し
た
月
の

　
前
の
月
と
比
較
し
ま
す
。

③
事
業
収
入
を
得
て
い
る
中
小
事
業
者
で

　
あ
り
、大
企
業
者
が
経
営
に
参
画
し
て

　
い
な
い
。

④
大
竹
市
暴
力
団
排
除
条
例
第
２
条
第
１

　
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
、同
条
第
２
号

　
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
若
し
く
は
同
条

　
第
３
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
等
ま
た

　
は
こ
れ
ら
の
者
と
密
接
な
関
係
を
有
し

　
て
い
な
い
。

給
付
額
　
１
事
業
者
10
万
円（
1
回
の
み
）

※
複
数
店
舗
を
運
営
し
て
い
る
場
合
も
経

　
営
者
が
同
じ
で
あ
れ
ば
１
事
業
者
と
し

　
て
取
り
扱
い
ま
す
。

必
要
書
類
　
次
の
書
類
が
必
要
で
す
。な

お
、大
竹
商
工
会
議
所
の
会
員
の
方
は
、⑤

と
⑥
の
書
類
は
不
要
で
す
。

①
大
竹
市
事
業
継
続
支
援
金
交
付
申
請
書

　（
代
表
者
の
印
を
押
印
）

②
事
業
収
入
明
細
書（
代
表
者
の
印
を
押

　
印
）

③
誓
約
書（
代
表
者
が
自
署
）

④
通
帳
の
写
し（
表
紙
を
め
く
っ
た
ペ
ー

　
ジ
の
写
し
）

⑤
営
業
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
書
類

　（
ア
ま
た
は
イ
の
い
ず
れ
か
を
提
出
）

ア
直
近
の
確
定
申
告
書
の
写
し（
第
一
表
）

イ
法
人
設
立
設
置
届
出
書
、個
人
は
開
業

　
等
届
出
書
の
写
し

※
開
業
後
、決
算
期
や
申
告
時
期
を
迎
え

　
て
い
な
い
方
な
ど
で
、手
元
に
開
業
等

　
届
出
書
な
ど
の
写
し
が
な
い
場
合
は
、

　
大
竹
商
工
会
議
所
に
相
談
し
て
く
だ
さ

　
い
。

⑥
本
人
確
認
書
類
の
写
し（
運
転
免
許
証
、

　
パ
ス
ポ
ー
ト
、保
険
証
な
ど
：
法
人
は

　
代
表
者
の
も
の
）

申
請
方
法

　
令
和
３
年
２
月
１
日
㈪
ま
で
に
、必
要

書
類
を
添
え
て
大
竹
商
工
会
議
所
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
受
付
時
間
は
、土
・
日
曜
日
、祝
日
、

　
年
末
年
始
を
除
く
９
時
か
ら
17
時
ま
で

　
で
す
。申
請
受
付
時
間
内
に
持
参
が
難

　
し
い
方
は
、大
竹
商
工
会
議
所
に
相
談

　
し
て
く
だ
さ
い
。

※
支
援
金
の
入
金
は
、市
が
送
付
す
る
大

　
竹
市
事
業
継
続
支
援
金
交
付
決
定
通
知

　
書
の
通
知
日
か
ら
お
お
む
ね
２
週
間
以

　
内
で
入
金
し
ま
す
。

申 請 期 限　 令和３年２月１日㈪まで
申　請　先　 大竹商工会議所
問い合わせ　 ○申請に関すること
　　　　　　　 大竹商工会議所
　　　　　　　 ☎52-3105
　　　　　     ○入金に関すること
　　　　　　　 産業振興課
　　　　　　　 ☎59-2131

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
を
受
け
た
中
小
事
業
者
へ
の

支
援
制
度―

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小事業者に対
して、事業継続支援金制度や雇用調整助成金の申請などの
ために社会保険労務士に支払った費用の一定額を助成する
支援制度を実施しています。
支援制度の申請受け付けには期限があります。対象となる
事業者の方は、お早めの対応をお願いします。


